
避難所開設・運営マニュアル

１ 災害発生から開設までの対応手順

災害発生

対策本部設置

【災害発生後の教職員の初動】

＜教育活動中＞ ＜休業中＞

○児童の安全確認及び安全確保 ○児童の安否確認及び所在確認

○地域住民の避難受け入れ体制の準備 ○校長の指示により，教頭は非常配備

体制として教職員を学校に召集させ，

地域住民の避難受け入れ体制を準備

【災害発生後の避難受け入れ】

＜避難受け入れ＞ ＜避難収容準備＞

○避難者数の確認 ○校舎内避難収容・避難所開設のため

○負傷者数の確認と応急処置 の校舎等の外観上の安全確認

○関係機関への連絡 ○校舎の被害状況の把握と危険箇所の

・消防署・病院・市教育委員会 立入禁止等，危険回避対応

・市役所防災対策室窓口

【避難収容】

○避難者を収容場所に誘導する。

第１…体育館 第２…ふれあい広場・かしの木広場 第３…普通教室

【避難所開設までの運営】

＜運営＞ ＜関係機関＞

○避難者区画の指定 ○医療機関への搬送が必要な負傷者が

・管理運営所 職員室 いた場合は救急車の手配を行う。

・応急救護所 保健室 ○避難者，応急処置者，医療機関への

・情報掲示場所 体育館入口付近 搬送が必要な負傷者数等を報告する。

・避難人員の把握（避難者名簿の作成） ○災害用電話により，災害対策本部と

・負傷者の確認と応急処置 連絡を密に取り合う。

・災害弱者への配慮

○地域後方支援

山武市災害対策本部からの避難所開設要請

避難所の開設・運営の支援



２ 開設後の運営手順

避難所開設

【市災害対策本部の対応】 【学校の対応】

○学校への避難所開設の要請 ○避難所開設の承認

○避難所管理責任者を学校へ派遣 ○必要事項の確認

○職員の周知と召集

○避難所開設を教育委員会へ報告

避難所の運営支援

避難所開設直後の対応

避難所管理責任者（山武市） 施設管理者（校長）

＊災害状況によって派遣される （職員）

職員の人数や組織が異なる。 ○避難人員の管理

連携して支援していく。 ○避難所の環境衛生管理

○防火防犯対策

○生活物資等の請求・保管・仕分

けや配付

避難所収容の長期化に対する対応

避難所の閉鎖

３ その他
生命維持を最優先とするため，飲料水確保と情報管理について，以下の処置をと

る。（災害発生から３日間は飲料水の配給がないと想定）

○解放禁止区域〔校長室，職員室，保健室〕を設定する。

○停電時は災害用電話に電池を入れ，使用を管理する。

○飲料用水道水の確保最優先の処置をとる。

※トイレの水洗用のバルブを閉め，高架水槽の飲料水を管理する。

※トイレの水洗用水は，プールの水をバケツにくみ置いて使用する。

※水道の蛇口は使用可能場所を限定（湯沸かし室のみ）して管理し，自由には

使用させない。

○災害用備蓄倉庫の管理を行う。


